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漓　上越地域合併協議会だより　第２号�
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上越地域�

　第２回、第３回協議会では、「合併の方式」、「合併の期日」といった基本的な事項が

決定され、14市町村による合併に向けての第一歩を踏み出しました。�

　上越地域法定合併協議会準備会を経て現在の協議会に至るまでの間、時間を掛け、

手順を踏んで積み重ねてきた取組みが、具体的な姿になりつつあります。�

　今後も、14市町村の力を結集しながら、将来にわたり安心した暮らしを築けるよう

な合併を目指し、取組みを続けていきます。�



現在、協議会に提案されている協議事項�

上越地域合併協議会だより　第２号　滷�

　
１０
月
３０
日
に
第
２
回
協
議
会
が
、
ま
た
、
１１
月
２６
日
に
第
３
回
協
議
会
が
、
上
越

市
厚
生
南
会
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。�

　
「
協
議
会
だ
よ
り
第
１
号
」
で
お
伝
え
し
た
２１
の
協
議
事
項
の
う
ち
、
第
３
回
協

議
会
ま
で
に
、
「
合
併
の
方
式
」
、
「
新
市
の
事
務
所
の
位
置
」
、
「
合
併
の
期
日
」
の

３
つ
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
と
す
る
約
２
８
０
０
件

の
事
務
事
業
の
半
数
に
つ
い
て
、
そ
の
取
扱
い
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
決

定
事
項
は
、
「
合
併
協
定
書
」
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
そ
こ
で
今
回
は
、
こ
れ
ら
の
決
定
事
項
や
、
現
在
、
協
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る

４
つ
の
協
議
事
項
を
お
知
ら
せ
す
る
と
と
も
に
、
協
議
の
内
容
や
進
め
方
を
Ｑ
＆
Ａ

で
お
伝
え
し
ま
す
。�

第３回�第３回�
第２回�第２回�

第2回協議会での決定事項�

○合併の方式：�
　「合併の方式は上越市への編入とする。」�

○新市の事務所の位置：�
　「新市の事務所の位置は上越市役所を本
　  庁とし、現在の各町村に支所を置くこ
　  ととする。」�
�
第3回協議会での決定事項�

○合併の期日：�
　「合併の期日は平成17年1月1日とする。」�

○各種事務事業の取扱い（その１）：�
　「別冊※『事務事業一覧（その１）』の1,294
　  件の事務事業については、合併時から
　  上越市の制度に統一する。」�

現在、協議会に提案されている協議事項�
（合併協定書に記載する文の案です。）�

○
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い�

１
　
全
職
員
を
通
じ
て
公
平
な
取
扱
い
を
原
則
と
す
る
。�

２
　
各
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
す
べ
て
上
越
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と

　
と
す
る
。�

（
１
）
任
用
：
組
織
に
応
じ
た
職
制
の
整
理
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。�

（
２
）
給
与
：
合
併
時
に
お
け
る
現
給
保
障
を
原
則
と
す
る
。�

（
３
）
配
置
：
組
織
に
応
じ
た
適
正
な
配
置
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
、
事
務

　
　
　
　
　
　
の
継
続
性
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。�

３
　
特
別
職
の
職
員（
三
役
を
除
く
。
）の
設
置
の
必
要
性
及
び
そ
の
処
遇
に
つ
い
て

　
は
、
個
別
に
検
証
す
る
こ
と
と
す
る
。�

○
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い�

１
　
構
成
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
で
組
織
し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
等
に
つ
い
て

　
は
、
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
上
越
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
。�

２
　
構
成
市
町
村
の
全
部
又
は
一
部
と
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
で
組
織
し
て
い
る

　
一
部
事
務
組
合
等
に
つ
い
て
は
、
各
町
村
は
合
併
の
日
の
前
日
を
も
っ
て
脱
退
し
、

　
上
越
市
が
そ
の
地
位
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
す
る
。�

　
　
た
だ
し
、
新
潟
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
、
新
潟
県
町
村
人
事
事
務
組
合
に

　
つ
い
て
は
、
上
越
市
は
各
町
村
の
地
位
を
引
き
継
が
な
い
こ
と
と
す
る
。�

○
慣
行
の
取
扱
い�

　
市
章
及
び
市
旗
、
憲
章
及
び
宣
言
並
び
に
市
の
木
・
花
は
、
上
越
市
に
統
一
す
る

こ
と
と
す
る
。�

　
市
推
奨
の
木
・
花
に
は
、
各
町
村
の
木
・
花
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。�

　
上
越
市
民
の
歌
は
、
合
併
後
に
内
容
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。�

○
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い（
そ
の
２
）�

　
別
冊
※「
事
務
事
業
一
覧（
そ
の
２
）」１
ペ
ー
ジ
及
び
２
ペ
ー
ジ
の
１
６
３
件
の
事

務
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
か
ら
上
越
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。�

　
別
冊
※「
事
務
事
業
一
覧（
そ
の
２
）」３
ペ
ー
ジ
の
４
件
の
事
務
事
業
に
つ
い
て

は
、
合
併
後
、
段
階
的
に
上
越
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。�

※
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
の
「
別
冊
」
に
つ
い
て
は
、
各
市
町
村
の
合
併
担
当
窓
口
ま
た
は
協
議
会
事
務
局
で
ご�

　
覧
に
な
れ
ま
す
。
ま
た
、
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
け
れ
ば
お
送
り
し
ま
す
。�


